
栄
作
を
得
た
か
ら
、
雌
治
の
北
加
賀
を
紫
て
た
こ
と

と
思
は
れ
、
之
と
同
時
に
也
前
の
朝
合
敏
或
は
東
軍

に
隠
し
、
そ
の
報
釘
と
し
て
間
二
年
守
秘
職
に
任
ぜ

ら
れ
た
の
で
、
政
親
も
敏
刊
誌
の
胤
綻
に
よ
り
赤
訟
領

の
加
賀
山
守
凶
を
回
復
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
し
い
。

政
腕
が
朝
食
氏
に
湿
り
て
将
軍
足
利
義
政
に
誠
L
、

そ
の
結
果
ロ
模
介
に
な
っ
た
こ
と
は
、
組理
W

間
三
州

志
に
も
骨
一?
と
別
で
あ
る
。

(
一
一
)
政
親
と
本
剛
寺
門
徒

l
政
親
が
朝
食
氏
と
結
托

し
た
に
封

L
、
間
加
賀
を
領
し
た
宮
模
務
官
同
は
本
願

寺
門
従
と
促
慨
し
た
o
n起
を
以
て
文
明
五
年
七
月
門

徒
は
慌
時
政
親
の
日
た
山
内
を
攻
め
、
抽
出
景
の
之
を

将
軍
に
訴
へ
た
こ
と
は
親
元
日
田
町
に
見
え
る
。
し
か

も
盟
六
年
に
な
っ
て
、
政
親
の
弟
幸
千
代
か
郭
修
寺

一
政
の
土
民
に
擁
施
せ
ら
れ
て
所
領
そ
奪
は
う
と
す
る

と
、本
願
寺
門
徒
は
白
山
衆
徒
と
共
に
政
親
に
結
L
、

迭
に
宰
千
代
側
を
破
っ
た
。
か
〈
て
政
親
は
野
，市

に
飾
る
こ
と
を
得
て
勢
稲
張
る
や
、
そ
の
臣
槻
指
菜

の
献
策
を
納
札
、
忽
ち
蹴
っ
て
本
願
苛
門
徒
M
m
泊
の

阿
佐
に
出
で
、
若
干
の
有
力
者
は
越
巾
に
亡
命
す
る

り
止
む
を
得
ざ
る
に
京
っ
た
。
こ
の
後
鎚
ば
〈
な
ら

ず
し
て
彼
等
は
政
組
に
前
ひ
、
沼
早
一
に
混
住
す
べ
き

諒
仰
を
得
た
か
ら
、
河
合
醗
左
衛
門
を
使
者
と
し
て

吉
附
の
犯
如
に
報
告
し
、
H
っ
そ
の
指
卸
そ
仰
が
し

め
た
に
、
諮
崇
は
之
官
迩
如
に
泡
じ
な
か
っ
た
の
み

な
ら
ず
、
惑
に
恕
如
の
命
や

e

絞
め
て
、
門
徒
の
綴
力

政
織
に
抵
抗
せ
ん
こ
と
を
勧
め
、
利
総
濯
に
戚
ら
な

か
っ
た
。
然
る
に
七
年
八
且
謎
如
は
苦
断
よ
り
去

り
、
恕
崇
亦
幾
多
の
山
田
川
則
定
時
見
し
て
勘
笛
せ
ら
れ
た

の
で
、
門
従
は
先
に
奥
へ
ら
れ
た
指
令
に
拘
泥
せ
ず

し
て
、
政
親
と
の
m
E
協
を
鱗
じ
、
越
中
の
亡
命
者
を

も
即
位
せ
し
め
、
制
後
泌
り
に
勢
力
を
加
へ
て
凶
中

の
諾
舵
闘
を
波
倒
す
る
防
車
っ
た
。

円四
u
政
親
の
滅
亡
一
妓
側
で
は
抗
月
4
u
六
日
夙
〈

も
・
阿
倍
城
攻
醸
の
部
掃
や
・
定
め
、
山
胸
間
接
打
川
仇
V
P
総
帥

と
し
て
本
仰
を
野
，
市
の
大
采
寺
に
む
き
、文
鳥
勉
の

弘
願
寺
・
古
口
一
向
の
郭
光
寺・
磯
部
の
勝
願
寺
・
木
訟
の

光
徳
寺
等
大
坊
引
は
、
川
辺
く
伏
見
・山
附
・浅
野
・大

栄
到
に
、
洲
崎
泉
入
道
隆
m
M
・間
十
郎
左
衛
門
久
吉
・

河
合
際
左
衛
門
賞
久
は
上
久
安
に
、
けV
閲
兵
術
家
次

は
野
，
+
仰
の
路
市
に
、
安
吉
鯨
左
衛
門
家
長
は
制
限

衆
と
共
に
額
に
、
山
本
間
正
入
道
は
山
科
の
山
王
林

会
一
)
政
鋭
の
時
開
粉
飾
l
n
N
U
干
元
年
九
月
将
批
足
利

磁
向
、
六
品
川
高
削
制
常
的
た
ん
が
鈎
近
江
に
問
附
し

た
。
こ
の
帥
中
で
政
親
は
町
出
向
間
同
釣

L
、
そ
の
分
凶

の
土
民
が
念
仰
に
耽
り
一
館
の
漬
物
を

4
納
め
ぬ
か

ら
、
越
前
・越
巾
に
御
敬
智
宇
一下
し
て
援
兵
を
振
せ

し
め
、力
ゆ
ム
H

は
せ
て
之
を
平
定
せ
ん
』
」
と
や
Hm
削ひ
、

建
に
そ
の
許
可
そ
得
て
J
t

二
月
同
に
就
き
、
古
川
地
域

特
修
め
て
之
に
出
掛
っ
た
。
殺
し
野
，
市
の
郎
防
.か土

地
平
坦
で
防
守
に
不
仰
な
か
ら
で
あ
る
。
門
徒
の
一

俊
等
乃
ち
大
に
恐
れ
、
憐
を
政
税
の
老
臣
山
川
三
副

守
に
求
め
、
三
河
守
は
之
常
容
れ
て
土
民
や
一時
過
す

る
の
君
徳
に
非
ざ
る
所
以
や
述
べ
て
諌
め
た
が
、
政

親
は
胞
か
な
か
っ
た
。
是
を
以
て
一
佼
は
忽
ち
反
慌

の
柏
町
キ
一
到
し
、
洲
附
浪
人
道
随
従
・
制
作
時
左
衛
門

宣
久
世
一
狩
と
し
て
、
石
川
市
久
安
に
新
川
町
宇
一例へ
、

括
協
城
の
附
兵
と
伍
か
に
二
」
l
除
川
b
k
同似て
、
相
持

し
て
翌
二
年
抗
月
に
及
ん
だ
。
こ
の
際
越
前
・
越
巾

の
銭
兵
が
将
況
の
命
ψ
翠
じ
て
終
に
来
ら
ん
と
す
る

風
間
が
あ
っ
た
か
ら
、

一
波
は
例
化
の
曲
目
桁
供
利
伽

縦
・
設
野
・松
艇
に
恒
也

L
、
江
泊
の
兵
脅
般
地
・
前

凶
に
屯
せ
し
め
た
。
之
に
討
し
て
政
制
は
九
日
使
そ
近

江
に
あ
ろ
将
ほ
義
向
に
探
し
て
前
向
判
じ
、
耐
し
て

抑
慨
は
越
前
の
朗
代
点
m誌
に
援
協
所
川
さ
し
め
ん
錦

使
者
そ
命
じ
た
。

ト
カ

五
八
四

に
、能
渓
叩
の
諸
勢
は
川
町
，
耐
の
抑
制
採
に
跡
を
剛
山
つ

一
時
、
閉
山
如
を
迎
へ
て

m釣
せ
し
め
、
日
つ
古
同
断
道
場

た
。
白
山
の
衆
徒
は
初
め
政
鋭
に
典
カ
ナ
る
形
勢
で

一
の
胸
中
~
と
な
っ
て
金
品
常
習
い
給
し
た
の
で
、
門
徒
は

あ
っ
た
が
、

一
撲
の
猛
威
に
抗
す
べ
か
ら
ざ
る
を
知

一
之
を
援
け
、
政
親
が
郭
修
寺
と
防
総
あ
る
を
掛
川
ん
で

り
、
制
祉
の
安
穏
青
一
泊
る
脅
理
問
と
し
て
、
銀
の
栄

一
倒
し
た
の
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
。
準
高
の
こ

従
と
共
に
諏
訪
口
に
附

L
、

一
伎
に
A
H
統
す
る
こ
と

一
と
の
民
俗
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
政
鋭
と
専
修
寺
と

に
な
っ
た
o
戦
闘
は
六
月
抗
日
に
始
り
、
言
戦
矢
職

一
の
聞
に
は
何
等
か
の
刷
成
関
係
が
あ
っ
た
ら
也
ぃ
。

所
行
う
た
。
六
日
に
は
一
俊
大
束
寺
に
鈍
っ
て
軍
総

一
併
し
木
附
寺
門
徒
の
政
鋭
に
反
抗
し
た
の
は
そ
の
涜

を
削
晴
ら
し
た
が
、
此
の
日
供
利
伽
桜
口
か
ら
れ
M

入
し

一
で
は
な
〈
、
高
路
城
陥
訴
の
際
に
も
専
修
寺
涯
の
附

た
鑓
巾
拡
を
、
英
山
の
正
副
師
寺
等
が
照
治
し
た
報
を

一
ら
し
い
も
の
は
一
人
も
mh
な
か
っ
た
。
政
斜
が
将
軍

得
た
。
七
日
早
天
お
撚
勢
は
城
検
出
て
間
四
日
を
街
い

一
の
後
援
に
よ
っ
て
本
願
寺
門
徒
を
日
開
泊
せ
ん
と
し
た

た
が
、除
め
こ
の
郁
あ
ろ
も
γ-知
っ
た
洲
附
・河
合
に
般

一
の
で
、
そ
の
自
滅
十
抑
制
出
れ
ん
鏡
、
政
親
色
町
共
同
の
取

ら
れ
て
勢
忽
ち
印
刷
し
た
。
政
刻
乃
ち
死
サ
可
決
し
、
八

一
と
す
る
務
お
を
減
い
て
、
こ
の
間
皮
に
出
な
け
れ
ば

日
計
十
ゲ
殺
し
て
攻
問
躍
の
勝
阪
寺

・
泥
徳
寺
に
誰
は

一
な
ら
な
か
っ
た
ま
で
ど
あ
ら
う
。

L
、
苅
幼
船
山
弘
常
逃
れ
し
め
ん
こ
と
や
託
し
、
そ
の

一
2
0白
山
衆
徒
の
行
動
|
文
明
六
年
出
傾
政
脱
が
如

快
務
官
得
て
之
脅
城
か
ら
出
し
た
。
此
の
日
一
授
は

一
事
千
代
と
凶
を
唄
う
た
時
に
、
専
修
寺
一
政
は
幸
千
代

昨
日
の
限
努
を
慰
す
る
お
に
休
息
し
た
り
で
あ
る
。

一
に
作
品
し
、
白
山
衆
徒
と
本
願
寺
仮
と
は
政
税
に
昧
方

九
日
山
川
=
一
一
川
守
は
聞
で
椛
号
た
が
、
政
は
之
を
知

一
し
た
。
し
か
も
戦
肪
の
結
果
、
濁
本
側
寺
門
徒
の
政

へ
て
紙
陀
寺
に
幽
し
、
後
越
前
に
脱
走
せ
し
め
た
。

一
区
桃
山
町
A

を
来
し
、
白
山
本
宮
の
所
領
で
あ
っ
た
諾
克

政
糾
も
亦
務
関
し
た
が
、
米
政
敵
す
る
能
は
ず
し
て

一
聞
は
、
出
制
ね
そ
の
郎
臨
時
す
弔
問
山
と
な
っ
た
。
し
か
も

械
に
入
り
、
残
兵
と
共
に
時
間
く
自
瓜
し
た
。
時
に
享

一
長
享
二
年
本
願
寺
門
徒
の
政
観
と
戦
ふ
や
、
白
山
衆

年
三
J
I

凹
。
攻
問
軍
治
批
回
世
大
采
苛
に
抑
っ
た
。
法

一
位
は
本
阪
寺
門
徒
に
旅
し
て
政
親
を
討
っ
た
。
白
山

名
は
大
明
寺
と
併
へ
る
o
是
よ
り
先
柑
刊
紙
指
向
は
、

一
衆
徒
は
愚
早
郡
大
脅
明
義
と
し
て
自
家
の
安
全
を
椛

六
且
一
日
刑
制
寺
の
純
利
回
設
所
江
州
の
附
に
お

一
ら
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
に
宅
っ
た
の
で
あ
る
。
是
を
以

き
、
羽
品川
氏
奴
に
数
援
の
使
者
そ
命
じ
た
か
ら
、
五

一
て
似
令
椛
勝
者
得
た
り
と
も
そ
の
倣
殴
に
裕
す
る
こ

日
叔
和
四
世
間
は
越
前
府
中
に
一
悲
し
た
が
、
朝
合
軍
の

一
と
が
で
き
ず
、
遂
に
土
謀
議
を
し
て
白
山
本
宮
を
布

川
に
附
設
し
た
後
で
あ
っ
た
。
八
日
樹
氏
恨
凶
境
を

一
蹴
せ
し
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
延
徳
=
一
年
石
川
怖
の

組
え
て
加
刊
の
備
に
入
っ
た
が
、
口
組
怖
の
一
回
世
間
帯

一
結
城
宗
弘
が
白
山
本
宮
に
附
入
し
た
如
き
も
そ
の
例

剛
生
の
病
抑
に
凪
し
て
、
之
宇
一
金
総
の
上
野
に
摂
退

一
で
あ
る。

し
、
高
陥
械
の
陥
w
附
し
た
九
日
の
タ
出
加
を
本
密
に
報

一

ト
ガ
シ
、
ミ
ツ
イ
へ

宮
樫
商
家

氏
春
の
子
。
英

じ
た
。
是
に
繁
っ
て
加
賀
一
凶
は
誕
耐
と
一
向
一
授

一
旧
小
次
郎
と
抑
制
し
た
。
山
由
設
に
、
児
島
家
多
病
な
ら

と
の
左
右
す
る
加
と
な
っ
た
。

一
宇
一
以
て
代
っ
て
附
政
を
執
っ
た
が
、
川
山
県
総
倫
、
元

円一山
V

政
斜
と
郭
修
寺
門
従

l
滋
設
に
政
純
と
本
側
幸

一
巾
八
年
戸
明
徳
一
一〉
山
名
氏
前
に
特
訓
し
て
、
大
内
義
弘

門
徒
と
の
衝
突
原
悶
を
、
泰
高
が
御
幸
田
明
に
在
っ
た

一
と
京
都
内
野
に
椛
ひ
、
十
二
月
昨
日
品
川
九
践
で
陣
亡


